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第１回吹田市健都イノベーションパーク利用事業 

（第２アライアンス棟（第Ⅰ期）整備・運営事業） 

事業者選定会議 議事要旨 

 

１ 議事要旨 

（１）日時 

令和７年１月 29 日（水）午前 10 時 30 分から午後 0 時 10 分まで 

（２）出席委員 

健康医療部長（委員長）、総務部長、都市魅力部長、児童部長、都市計画部長（委員長代

理）、学校教育部長 

（３）案件 

ア 選定会議の進め方について 

イ 公募プロポーザル実施要項（案）について 

ウ 評価項目（案）について 

エ その他 

（４） 議事概要 

  案件ア 事務局より選定会議の位置づけを説明し、確認した。また、委員長の確認及び

委員長代理を指名した。 

案件イ 公募プロポーザル実施要項（案）を事務局から説明を行った。その後、以下の

質疑応答があった。 

No. 質疑及び意見 事務局回答 

1 実施要項のＢパターンでは第三者に対

する区分所有権の設定は認めないとあ

るが、区分所有権の設定を認めない旨

は、Ａパターンにも記載が必要ではない

か。 

※実施要項のＡパターンにも記載し、区

分所有権等は吹田市として認めないこ

とを明記する。 

2 実施要項 P6「物件の引渡しは、所有権

の移転をもって行われたものとしま

す。」とあるが、「物件の引渡しは、登記

の移転をもって行われたものとしま

す。」ではないか。 

※土地の所有権移転及び引渡しの時期

は、売買代金を完納し、本市が受領した

ときであるので、登記の移転をもってで

はないものの、実施要項 P5「第２の１

（３）」及び P6「第２の４」の記載を誤

解が生じないように修正する。 
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No. 質疑及び意見 事務局回答 

3 実施要項 P6「摂津市開発協議基準に基

づき、騒音・振動・塵埃・視覚的不快感・

悪臭・電磁波・危険物等による地域住民

への悪影響を及ぼすことのないよう周

辺環境との調和を図る」と、P7「第１種

住居地域と同等程度の騒音及び振動に

関する規制基準を遵守し、良好な景観形

成や周辺環境との調和を図り」が同じこ

とを書いており、意図が分かりにくい。 

※「事業用地の利用については、第１種

住居地域と同等程度の騒音及び振動…

行うものとします。また、施設の設計及

び建設に際しては、摂津市開発協議基準

に基づき、…義務を事業実施者は負いま

す。」と修正する。 

4 実施要項に「関係法令を遵守し」という

文言がどこにも出てきていないのでは

ないか。 

※実施要項 P31 に「関係法令を遵守し、

特に騒音・振動については第一種住居地

域の規則基準を守るよう努めること。」

と記載があるため原案通りとする。 

5 実施要項 P7「建築計画書に基づいた工

法により」とあるが、「建築計画書」と

は何を指すのか、「工法」とは何か分か

りにくい。 

※「建築計画概要書に基づいた内容によ

り」と修正する。 

6 売却の場合、15 年の給食提供期間終了

後、健都の利用方法に沿っているかチェ

ックする仕組はあるのか。国循との連携

も含め、提案した中身については市がチ

ェックする等を実施要項に書いておく

ほうがいい。 

※実施要項 P14 に「吹田市は、事業実

施者が応募時に提出した事業提案書の

提案内容の水準を維持し、目的を達成で

きているかどうかを確認するために、事

業実施に係る施設の設計、建設、運営及

び維持管理に関し、調査を行うことがで

きるものとし、事業実施者は吹田市から

の要請に対して速やかに協力するもの

とします。」と記載があるため原案通り

とする。 

7 提案内容は後追いしてチェックすると

いうことを実施要項に記載しておいた

ほうがよい。事業者により提案された内

容が実施されていないケースが多い。 

※「また、中学校給食に関する提案内容

については、学校給食運営会議等でその

実施状況についてモニタリングにより

確認します。」を記載する。 

8 実施要項 P14「事業提案書に基づく土地

利用の継続が困難となった場合、原則と

して６か月前までに吹田市に報告及び

協議を行わなければならず」とあるが、

※「事業提案書に基づく土地利用の継続

が困難となった場合、原則として１年以

上前から吹田市に報告及び協議を行わ

なければならず」と修正する。 
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No. 質疑及び意見 事務局回答 

６か月前では非常に短いと感じる。 

9 給食業務の途中解除申出時期が６か月

前では厳しいのではないか。 

10 実施要項全体で「優先交渉権者」と「事

業実施者」の違いが統一されていない。 

整理して修正する。 

11 実施要項全体で「応募法人」、「応募グル

ープ」、「応募法人又は応募グループ」の

違いが統一されていない。 

整理して修正する。 

12 別紙 4-1 連携協定で有効期間が３年間

となっている。自動更新するとはある

が、３年間とした意図は何か。 

※設計・建設期間を想定して３年間とし

ており、運営開始までの基本的な連携事

項を定めている。 

13 実施要項 P7 及び P13「施設の完成及び

操業開始時期は、令和 10 年度中をめど

とします」とあるが、「施設の完成及び

操業開始時期は、令和 10 年度中としま

す」でもいいのではないか。 

意見のとおり修正する。 

14 外部有識者からの意見に対する回答方

法について、国循、大阪府及び摂津市は

健都のパートナーであり、丁寧な返し方

をした方が良いのではないか。 

※国循へは訪問、大阪府及び摂津市へは

電話にて丁寧に説明する。 

 

案件ウ 事務局より評価項目（案）の説明を行った。その後、以下の質疑応答があった。 

No. 質疑及び意見 事務局回答 

1 金額の配点が高くないか。人員体制、事

業の継続性を評価する等、金額よりも中

身で担保をとるほうが良いと考える。こ

れだと価格を競わせているように見え

る。点数差を緩和することも考えてはど

うか。 

 

※順位による点数の差をより少なくす

るため、採点表項目４を以下のとおり修

正する。 

配点（10 点）×最低見積金額/提案見積

金額（小数点以下切捨て) 

2 人員体制について、事業者はプレゼンで

は良い事を言う。金額のウエイトが高い

と、安かろう悪かろうになってしまうこ

とを危惧する。過去の経験上、価格が安

かったところは結果、運営が始まってか
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No. 質疑及び意見 事務局回答 

ら良くなかったということがあった。 

3 価格点の順位による差が大きいが、その

他の項目で逆転できる要素はあるのか。

他の項目を見ても、差がつかない項目が

多いのではないか。結果、価格以外で差

がつかず、価格による点数の差を覆すこ

とが難しいと考える。 

4 提供開始時期による採点項目があるが、

工事等を進めていく中で、結果、提案さ

れた開始時期がズレてしまったらどう

するのか。後で変わる可能性があるこの

項目は、入れるべきではないと思う。 

※採点表項目 15 を削除する 

5 「応募法人又は応募グループの構成員

のいずれかの所在地（本店）が、吹田市

内である。」とあるが、市内事業者のポ

イントを取るために、とりあえず市内事

業者を入れるということがないように

したい。 

※採点表項目２を「応募法人又は応募グ

ループの構成員の内、主たる事業者（整

備事業者、運営事業者又は給食調理事業

者）の所在地が、吹田市内である。」と

修正する。 

6 業務の大半や過半数を地元企業が実施

する場合にポイントとし、市内企業が業

務に占める割合が少ない場合は評価し

ない、などとした方が良いのではない

か。 

7 提案事業に関わらないコンサルがプレ

ゼンにきてもいいのか。事業を行う会社

自らが説明する等のルールを決めた方

がよい。 

※実施要項 P27 に「プレゼンテーショ

ン審査における注意事項」を記載する。 

 

案件エ 事務局より今後のスケジュールが説明され、確認した。 

 

（５） まとめ 

 案件イ及び案件ウについて、委員の意見を踏まえて事務局にて実施要項（案）等を修正し、

「※」のある項目については、事務局より各委員に説明をしたうえで、委員長に一任するこ

とを承認した。 

（「※」の記載内容は、選定会議後、事務局から各委員へ説明し、委員長が承認したもの。） 


